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多
年
に
わ
た
り
戦
没
者
遺
族
の
援

護
に
貢
献
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
、

久
保
田
三
郎
さ
ん
（
台
町
）
が
、
県

知
事
よ
り
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
期
待

い
た
し
ま
す
。

問
　
福
祉
課
　
☎
内
線
３
１
４

春
の
叙
勲
を
７
名
が
受
章

　
４
月
29
日
付
け
で
２
０
１
６
年
春
の
叙
勲
の
受
章
者
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
内
か
ら
は
７
名
の
方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。永
年
の
功
績
に
敬
意
を
表
し
、

ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　
お
一
人
の
方
は
、
本
人
の
ご
希
望
に
よ
り
掲
載
を
控
え
て
お
り
ま
す
。

　（
順
不
同
・
敬
称
略
）

春
の
叙
勲

受
章
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

米澤　紀和
元　宇都宮貯金事務セン

ター所長（石神台）

田中　泰助
元　大蔵省大臣官房審議官

（高麗）

石井　澄子
元　各種統計調査員

（国府新宿）

杉﨑　英雄
元　大磯町消防団団長

（寺坂）

眞壁　孝久
元　大磯町消防司令

（山王町）

礒野　武
元　警視庁警部

（西小磯西）

県
戦
没
者
遺
族
援
護
事
業

功
労
者
表
彰

問
　
政
策
課
　
☎
内
線
２
１
３

瑞
宝
小
綬
章
（
郵
便
事
業
功
労
）

瑞
宝
中
綬
章（
財
務
行
政
事
務
功
労
）

瑞
宝
単
光
章
（
統
計
調
査
功
労
）

瑞
宝
双
光
章
（
消
防
功
労
）

瑞
宝
単
光
章
（
消
防
功
労
）

瑞
宝
単
光
章
（
警
察
功
労
）

【
軽
減
額
が
拡
大
】

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
世
帯
の
前

年
中
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
世
帯

に
つ
い
て
、
一
世
帯
に
か
か
る
平
等

割
や
一
人
当
た
り
に
対
す
る
均
等
割

の
軽
減
の
範
囲
を
、（
表
２
）
の
よ

う
に
拡
大
し
ま
す
。

※
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
軽
減
し
て

い
る
た
め
、
手
続
き
等
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
が
、
所
得
の
申
告
を
し
な
い

と
適
用
に
な
り
ま
せ
ん
。
必
ず
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
町
民
課
　
☎
内
線
２
７
４
・
２
７
５

問

【
税
額
・
税
率
】

　
平
成
28
年
度
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
税
の
税
額
・
税
率
を
（
表
１
）
の

よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

　
お
支
払
い
は
納
め
忘
れ
が
少
な
い

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

（表１）国民健康保険税の税額・税率表 ◎改正条例適用：平成28年４月１日より

医療分 後期高齢者支援金分※1 介護納付金分※2

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額 所得割 均等割 限度額 所得割 均等割 限度額

27年度
（改正前） 5.60% 10.00% 20,400円 25,000円 52万円 2.20% 9,900円 17万円 1.80% 10,000円 16万円

28年度
（改正後） 5.60% 10.00% 20,400円 25,000円 54万円 2.20% 9,900円 19万円 1.80% 10,000円 16万円

増減 － － － － 2万円 － － 2万円 － － －

※1 後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度を支援していくために75歳未満の加入者にご負担いただく
支援金のことです。

※2 介護納付金分は、40歳～64歳の加入者にご負担いただく介護保険料のことです。

平
成
28
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険

税
の
税
額
・
税
率
が
変
わ
り
ま
す
。

（表２）低所得世帯に対する軽減額
世帯主、加入者および特定同一世帯所属者の前年中の所得の合計額 軽減割合

33万円以下 ７割軽減
均等割

平等割

27年度
（改正前）

33万円＋（26万円×世帯主を除く加入者・特定同一
世帯所属者の数）以下

５割軽減
均等割

28年度
（改正後）

33万円＋（26万5千円×加入者・特定同一世帯所属
者の数）以下 平等割

27年度
（改正前）

33万円＋（47万円×加入者・特定同一世帯所属者の
数）以下

２割軽減
均等割

28年度
（改正後）

33万円＋（48万円×加入者・特定同一世帯所属者の
数）以下 平等割

※特定同一世帯所属者とは、同じ世帯において国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方です。
※原則として、世帯の所得が上記の表により算出された金額を上回った場合、軽減の対象とはなりません。




